
札幌市の認知症高齢者グループホーム火災lこついて  

1 羅災事業所（平成22年3月1日現在）   

○ 事業所名   

○ 住所   

○ 運営法人   

○ 指定年月日   

○ 入居定員   

○ 入居者の状況：   

○ 従事者  

2 建物の概要   

○ 構造   

○ 建築年月日   

○ 防災安全対策：  

グループホーム 「みらい とんでん」  

札幌市北区屯田4条2丁日6－4  

有限会社みらい25  

平成17年12月27日  

9名（平成22年3月1日現在）  

要介護1：2名 要介護3：3名 要介護4：1名 要介護5：3名  

10名 うち常勤7名  

木造2階建て 248．43nて  

昭和63年6月（建築確認申請） 平成17年12月改築  
消火器及び誘導灯 

設置  

自動火災報知設備  未設置＊1  

消防機関へ通報する火災報矢0設備 未設置＊1  

スプリンクラー  未設置＊2  

＊1）消防法施行令の設置義務は要するものの、平成24年3月31日までの経過  

措置期間中であったため未設置  

＊2）消防法施行令の設置対象施設（275nて）に該当しないため未設置  

3 実地検査等   

○ 介護保険法に基づく実地検査の概要   

・ 平成20年7月18日 実地指導の実施  

＜指摘事項＞  

非常災害計画未作成、避難訓練、外部評価及び運営推進会議の未実施  

⇒ 平成21年1月6日に最終改善報告   

○ 消防法に基づく立入検査の概要   

・ 平成21年5月18日 立入検査の実施  

＜指摘事項＞  

防火管理者  ：末選任（⇒平成21年5月22日届出済み）  
消防計画  ：末届け  

消防用設備等の点検報告：末報告   

4 火災の概要   

○ 平成22年3月13日（土） 2時25分119番通報  
○ 鎮圧時刻  

○ 鎮火時刻  

○ 原因  

○ 死者  

○ 負傷者  

○ 焼損程度  

4時 4分  

6時 3分  

調査中  

7名（男性3名、女性4名  

2名（重症：女性1名（従事者）、軽症：女性1名（入居者））  

全焼（焼損面積227∩づ）＜他に西隣一般住宅1棟で部分延焼（外壁24nて）＞   



札幌市のグループホーム火矧こ対する厚生労働省の対応  

（平成22年3月18日現在）  

○ 平成22年3月13日（土）  

・北海道厚生局職員4名を現状把握のため、火災現場・札幌北警察署・札幌北消防  
署に派遣。   

「認知症高齢者グループホームにおける防火安全体制の徹底等について」（事務  

連絡）を各自治体等に発出。  

○ 平成22年3月14日（日）  

・厚生労働省老健局職員を火災現場・北海道厚生局・札幌市保健福祉局、札幌北警  

察署・札幌北消防署に派遣。   

「認知症高齢者グループホームの防火安全体制等の点検について」（厚生労働省  

老健局認知症・虐待防止対策推進室長通知）を各自治体及び関係団体に発出。  

○ 平成22年3月15［］（月）  

「社会福祉施設等における防火安全体制の徹底について」（厚生労働省4部局事  

務連絡）を各自治体に発出。  

グループホーム火災を踏まえた3省庁（総務省消防庁・厚生労働省・国土交通省）  

事務協議を行う連絡会を開催。  

○ 平成22年3月16［］（火）  

・第1回 「グループホーム火災を踏まえた対応策についての3省庁緊急プロジ工  

クト」の開催。  

＊プロジ工クトを踏まえた対応として、各省庁における調査を実施する。  

○ 平成22年3月18日（木）  

・認知症高齢者グループホームにおける防火安全体制に関する緊急調査を開始。  

亭て   




